
金山町空き家等購入費補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、空き家等の有効利用を図るため、金山町空き家・空き地バンク制度（令和

４年金山町告示第１号）に登録されている空き家等を購入する者に対し、購入に伴う費用の一

部を予算の範囲内において空き家等購入費補助金（以下「補助金」という。）を交付するもの

とし、その交付に関しては、金山町補助金等の適正化に関する規則（昭和４８年金山町規則第

１号）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。  

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

 ⑴ 空き家等 金山町空き家・空き地バンクに登録されている物件をいう。 

（補助対象者）  

第３条 補助金交付の対象となる者は、次の各号に定める要件をすべて満たす者とする。  

⑴ 金山町空き家・空き地バンク制度に登録されている物件を購入する者。 

⑵ 金山町空き家・空き地バンク制度要綱第１０条の申込が完了している者。 

（補助対象要件） 

第４条 補助金は次の各号に定める要件を満たした場合に交付するものとする。  

⑴ 利用者と所有者で売買契約が成立していること。なお、土地のみの売買契約については、

補助金の交付対象としない。 

（補助金の額）  

第５条 補助金の額は、購入費の５分の１以内（１，０００円未満の端数があるときは、当該端

数を切り捨てた額）とし、２００，０００円を限度として補助する。  

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、この要綱に定める補

助金交付申請書（様式第１号）及び次に定める書類を添付して町長に提出するものとする。  

⑴ 空き家等の売買契約書の写し  

⑵ 暴力団員又は暴力団員等ではないことの表明・確約に関する誓約書 （様式第７号） 

⑶ その他町長が必要と認める書類  

（交付決定の通知）  

第７条 町長は、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付決定（以



下「交付決定」という。）をする。  

２ 町長は、交付決定をしたときは、その決定の内容及びこれに付した条件を補助金交付決定通

知書（様式第２号。以下「交付決定通知書」という。）により、申請者に通知するものとする。  

（申請の取り下げ）  

第８条 前条の規定に基づき、申請者が交付決定を受けた後に補助金の交付申請を取り下げよう

とするときは、補助金交付申請取り下げ届出書（様式第３号）により、速やかに町長に届け出

るものとする。  

２ 町長は、前項の届出書の提出があったときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。  

（実績報告）  

第９条 交付決定を受けた者（以下「決定者」という。）は、補助金実績報告書（様式第４号）

及び空き家等を購入したことがわかる書類を添付して、事業が完了した日から起算して３０日

を経過した日又は交付決定を受けた年度の３月３１日のいずれか早い日までに町長に提出し

なければならない。  

 ⑴ 空き家等を購入したことが分かる書類の写し（領収書又は振り込み通知書等） 

 ⑵ 購入物件の登記事項証明書 

 ⑶ その他町長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定）  

第１０条 町長は、前条の規定により実績報告を受けた場合においては、報告書等を審査し、適

当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、決定者に補助金額確定通知書（様式第５

号。以下「補助金額確定通知書」という。）により通知するものとする。 

（補助金の請求）  

第１１条 前条の規定により補助金額確定通知書を受けた者は、補助金請求書（様式第６号）を

提出し、補助金の交付を受けるものとする。  

（返還）  

第１２条 町長は、決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付決定

を取り消し、当該取り消しに係る補助金の返還を決定者に対し命じるものとする。  

⑴ 偽りその他不正な手段により補助金を受けたとき。  

⑵ その他この要綱の規定に違反したとき。  

（その他）  

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。  



附 則  

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。  


